
手続きの流れ  

 

① 町役場 保険課、日生連絡所、六瀬総合センターの窓口または町ホームページで 

申請書等（町指定の様式）を取得する 

 

 

 

② 医師意見書用紙（町指定の様式）を持参し 

耳鼻咽喉科を受診、医師の意見書を作成してもらう 

 

 

 

③ 購入店で購入予定の補聴器の金額、型番が分かるものをもらう（可能な範囲で） 

 

 

 

④ 申請書等（町指定の様式）を提出   必要な物  

                    □申請書 

                   □②の医師の意見書 

                       □③の補聴器の金額、型番が分かるもの 

 

⑤ 町役場から助成可否の決定通知が届く 

 

 

 

⑥ 試用期間を終了した後に補聴器を購入（交付決定日から３カ月以内） 

 

 

 

 

⑦ 請求書等（町指定の様式）を提出   必要な物 

                 □請求書 

                 □領収書（宛名が対象者本人のもの） 

                 □購入した補聴器の型番が分かるもの 

                 □交付決定通知書の写し 

⑧ 町役場から助成金の振り込み 

 

 


